
 □ 法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル

□ 有　　　■ 無

個人情報ファイルの種別

 ■ 法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

□ 本人の数1,000人未満

備　　考

記録情報の経常的提供先
（法第75条第3項に該当する
場合を除く。）

 □ 有　　　　　■ 無

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

 ① 総務部総務課 　　　　〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号
 ② 穂波支所市民窓口課　 〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈523番地
 ③ 筑穂支所市民窓口課　 〒820-0792 福岡県飯塚市長尾1242番地1
 ④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分802番地7
 ⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬2333番地4

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

 □ 有　　　　　■ 無

記録範囲 本人、世帯員

記録情報の収集方法 本人、地方公共団体情報システム機構

要配慮個人情報の有無  □ 含む　　　　■ 含まない

事務担当課等 市民環境部　市民課

個人情報ファイルの利用
目的

個人番号カードの管理

記録項目
 1．氏名　 2．性別　 3．生年月日・年齢　 4．住所　 5．続柄　 6．住民日
 7．住民票コード　 8．個人番号　 9．個人番号カード交付状況

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 個人番号カード交付台帳

行政機関等の名称 飯塚市長



 ■ 有　　　　　□ 無

庁内関係部署

 ■ 有　　　　　□ 無

 □ 法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル

□ 有　　　■ 無

　戸籍法第１１３条、第１１４条、第１１５、第１１６条

個人情報ファイルの種別
（電算処理ファイル）

□ 本人の数1,000人未満

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 戸籍事務ファイル

行政機関等の名称 飯塚市長

事務担当課等 市民環境部　市民課

個人情報ファイルの利用
目的

戸籍情報記録及び管理、証明書発行に利用

記録項目
 1．氏名　 2．性別　 3．生年月日・年齢　 4．続柄　 5．本籍・国籍
 6．親族関係　 7．戸籍事項　 8．身分事項　 9．不受理申出有無　10．除籍日

記録範囲 飯塚市に本籍を有する者

記録情報の収集方法 戸籍の届書、他市町村から送付を受けた届書、国等からの通知

要配慮個人情報の有無  □ 含む　　　　■ 含まない

　法務大臣

記録情報の経常的提供先
（法第75条第3項に該当する
場合を除く。）

 ■ 法第60条第2項第1号

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

備　　考

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

 ① 総務部総務課 　　　　〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号
 ② 穂波支所市民窓口課　 〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈523番地
 ③ 筑穂支所市民窓口課　 〒820-0792 福岡県飯塚市長尾1242番地1
 ④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分802番地7
 ⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬2333番地4



 □ 法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル

□ 有　　　■ 無

記録情報の経常的提供先
（法第75条第3項に該当する
場合を除く。）

 □ 有　　　　　■ 無

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

 ① 総務部総務課 　　　　〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号
 ② 穂波支所市民窓口課　 〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈523番地
 ③ 筑穂支所市民窓口課　 〒820-0792 福岡県飯塚市長尾1242番地1
 ④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分802番地7
 ⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬2333番地4

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

 □ 有　　　　　■ 無

個人情報ファイルの種別
（電算処理ファイル）

□ 本人の数1,000人未満

記録項目
 1．氏名　 2．性別　 3．生年月日・年齢　 4．住所　 5．続柄
 6．本籍・国籍　 7．識別番号　 8．住定日　 9．住定届出日　10．住定事由
11．在留資格

 ■ 法第60条第2項第1号

要配慮個人情報の有無  □ 含む　　　　■ 含まない

個人情報ファイル簿

備　　考

記録範囲 飯塚市の住民基本台帳に記録されている者

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳法に基づく他市町村からの通知

行政機関等の名称 飯塚市長

事務担当課等 市民環境部　市民課

個人情報ファイルの利用
目的

住民情報の管理

個人情報ファイルの名称 住民基本台帳



 □ 法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル

■ 有　　　□ 無

個人情報ファイル簿

記録項目
 1．氏名　 2．性別　 3．生年月日・年齢　 4．住所　 5．登録番号　 6．印影
 7．登録年月日　 8．登録廃止日　 9．住民コード

記録情報の収集方法 本人

記録情報の経常的提供先
（法第75条第3項に該当する
場合を除く。）

 □ 有　　　　　■ 無

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

 ① 総務部総務課 　　　　〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号
 ② 穂波支所市民窓口課　 〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈523番地
 ③ 筑穂支所市民窓口課　 〒820-0792 福岡県飯塚市長尾1242番地1
 ④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分802番地7
 ⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬2333番地4

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

 □ 有　　　　　■ 無

個人情報ファイルの種別

 ■ 法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

□ 本人の数1,000人未満

要配慮個人情報の有無  □ 含む　　　　■ 含まない

備　　考

記録範囲 飯塚市に住所を有し印鑑登録をした者

個人情報ファイルの名称 印鑑登録

行政機関等の名称 飯塚市長

事務担当課等 市民環境部　市民課

個人情報ファイルの利用
目的

印鑑登録情報の管理



 ■ 有　　　　　□ 無

庁内関係部署

 □ 法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル

□ 有　　　■ 無

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

 ① 総務部総務課 　　　　〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号
 ② 穂波支所市民窓口課　 〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈523番地
 ③ 筑穂支所市民窓口課　 〒820-0792 福岡県飯塚市長尾1242番地1
 ④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分802番地7
 ⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬2333番地4

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

 □ 有　　　　　■ 無

個人情報ファイルの種別

 ■ 法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル）

□ 本人の数1,000人未満

記録項目

 1．氏名　 2．性別　 3．生年月日・年齢　 4．住所　 5．続柄
 6．本籍・国籍　 7．親族関係　 8．犯歴　 9．禁治産者区分・準禁治産者区分
10．破産者区分・開始決定日・複権予定日　11．成年被後見人区分・登記年月日
12．戸籍事項　13．身分事項

記録範囲 飯塚市に本籍を有する者のうち該当する者

記録情報の収集方法 地方検察庁や保護観察所、刑務所、地方法務局、他自治体等からの通知

要配慮個人情報の有無  ■ 含む　　　　□ 含まない

　他市区町村、地方検察庁

記録情報の経常的提供先
（法第75条第3項に該当する
場合を除く。）

個人情報ファイル簿

事務担当課等 市民環境部　市民課

備　　考

個人情報ファイルの利用
目的

個人情報ファイルの名称 民刑事務ファイル

行政機関等の名称 飯塚市長

警察等からの身上調査への回答、選挙事務、栄典・表彰事務、許可事務、採用事
務に係る照会への回答、身分証明書の発行等に利用


